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ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の

概
要
と
背
景

●
目
的
は
職
場
環
境
の
改
善

　

昨
今
、
知
ら
れ
る
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ

ッ
ク
制
度
」
は
、
２
０
１
５
年
12
月
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
働
く
人
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
を
守
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

常
時
50
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
し

て
い
る
事
業
者
に
は
、
年
に
1
回
以
上

の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
従

業
員
は
以
下
の
３
つ
の
観
点
か
ら
質
問

に
回
答
し
ま
す

①
職
場
の
ス
ト
レ
ス
要
因

  

（
例
：
仕
事
量
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
度
）

②
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応

  

（
例
：
イ
ラ
イ
ラ
や
不
眠
な
ど
）

③
職
場
で
の
人
間
関
係

  

（
例
：
上
司
・
同
僚
か
ら
の
支
援
）

　

こ
れ
に
よ
り
、
高
ス
ト
レ
ス
者
を
判

定
し
、
希
望
者
に
は
「
医
師
に
よ
る
面

接
指
導
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
部
署
ご
と
の
傾
向
を
「
集

団
分
析
」
と
し
て
把
握
し
、
職
場
環
境

の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
制
度

の
大
き
な
目
的
で
す
。

●
誰
が
実
施
す
る
の
か
？ 

　

制
度
の
運
用
体
制

　

こ
の
制
度
の
実
施
義
務
は
事
業
者
に

あ
り
ま
す
が
、
実
務
を
担
う
の
は
以
下

の
よ
う
な
専
門
職
で
す
。

・ 
実
施
者
：
医
師
、
産
業
医
、
保
健
師
、

公
認
心
理
師
な
ど
の
専
門
家

・ 

実
施
事
務
従
事
者
：
個
人
情
報
を
扱

う
担
当
者
で
、
人
事
権
を
有
さ
な
い

者
に
限
ら
れ
る

　

ま
た
、
実
施
義
務
の
あ
る
事
業
者
の

未
実
施
に
対
す
る
直
接
的
な
罰
則
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
実
施
後
に
労
働
基
準
監

督
署
へ
の
報
告
を
怠
る
と
、
労
働
安
全

衛
生
法
第
１
２
０
条
に
よ
り
50
万
円
以

下
の
罰
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
制
度
の
目
的
は
一
次
予
防
と

　

職
場
環
境
の
改
善

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
目
的

は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に

防
ぐ
一
次
予
防
で
す
。

　

大
き
く
は
、
従
業
員
が
自
身
の
ス
ト

レ
ス
状
態
に
気
づ
き
、
セ
ル
フ
ケ
ア
や

誰
か
に
相
談
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。
そ
し
て
、
事
業
者
が
職
場
の
ス
ト

レ
ス
要
因
へ
の
対
策
を
行
い
、
働
き
や

す
い
職
場
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は　

令
和
5
年
労

働
安
全
衛
生
調
査
（
実
態
調
査
）
に
よ

れ
ば
、
集
団
分
析
結
果
を
活
用
し
た
事

業
所
の
割
合
は 

50
人
以
上
の
事
業
所

で
52
・
1
％
、
10
～
49
人
の
事
業
所
で 

17
・
3
％
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。

ストレスチェックの実施！ストレスチェックの実施！
50人未満事業者の運用対策50人未満事業者の運用対策
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e title

3

　これまで、従業員が 50 人未満の事業者に
おけるストレスチェックの実施は「努力義
務」に留まっていました。しかし、2025 年
3 月 14 日に、労働安全衛生法の改正が閣議
決定され、すべての事業場での実施が義務
化されることが決まりました。施行は、法
律の公布から 3 年以内とされており、2028
年 4 月までの施行が見込まれています。
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図
1
②
③
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
集
団

分
析
を
行
っ
た
事
業
者
の
う
ち
5
～
6

割
が
職
場
環
境
改
善
を
実
施
し
た
と
し

て
い
ま
す
が
、
職
場
環
境
改
善
を
行
っ

た
事
業
場
に
所
属
す
る
労
働
者
が
改
善

さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
割
合
は
2
割

以
下
（
図
2
）
の
と
お
り
「
な
い
」「
分

か
ら
な
い
」
が
8
割
を
占
め
て
お
り
、

職
場
環
境
改
善
が
労
働
者
側
に
伝
わ
っ

て
い
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
事
業
者
で

義
務
化
さ
れ
た
背
景

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
が
す
べ
て

の
事
業
者
に
義
務
化
さ
れ
る
背
景
に

は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
精
神
障
害
に
よ
る
労
災
認
定

件
数
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
す

（
図
3
）。
ま
た
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
に
よ
り
休
業
ま
た
は
退
職
し
た
労
働

者
が
い
る
事
業
所
の
割
合
も
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
（
図
4
）。

　

そ
し
て
、
小
規
模
事
業
者
の
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
率
の
低
さ
も
課
題

で
、
２
０
２
２
年
時
点
で
50
人
未
満
の

事
業
場
の
実
施
率
は
32
・
3
％
と
な
っ

て
お
り
、
小
規
模
事
業
所
に
お
い
て
は

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
が
ま
だ
充
分
に

浸
透
し
て
い
ま
せ
ん
（
図
1
①
）。

　

２
０
２
３
年
の
第
14
次
労
働
災
害
防

止
計
画
に
お
い
て
、
50
人
未
満
の
事
業

場
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施

の
割
合
を
２
０
２
７
年
ま
で
に
50
％
以

上
と
す
る
こ
と
が
目
標
に
掲
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
お
よ
び
面
接
指

導
の
実
施
に
よ
り
、
自
身
の
ス
ト
レ
ス

出典： 厚生労働省　労働安全衛生調査 出典：令和 3 年度厚生労働省委託事業「ストレ
スチェック制度の効果検証に係る調査等事業

①ストレスチェック実施状況 ②集団分析の実施状況 ③集団分析結果の活用状況
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図1　ストレスチェック制度の実施状況 図2　職場環境改善の有無

図3　精神障害の労災補償状況

図4　メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいる事業所の割合

出典： 厚生労働省　労働安全衛生調査

出典： 厚生労働省　過労死等の労災補償状況
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の
状
況
へ
の
気
づ
き
を
得
る
機
会
は
、

す
べ
て
の
労
働
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
望
ま
し
く
、
個
々
の
ス
ト
レ
ス
を
低

減
さ
せ
る
こ
と
、
職
場
に
お
け
る
ス
ト

レ
ス
の
要
因
そ
の
も
の
を
低
減
さ
せ
る

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
未
然
防
止
の

重
要
性
は
、
事
業
場
規
模
に
関
わ
ら
な

い
も
の
で
す
。

　

現
在
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に

は
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か
を

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
現
在
の
課
題
1
】

高
ス
ト
レ
ス
者
へ
の

面
接
指
導
が
進
ま
な
い

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
受
検
し
た
人

の
う
ち
、
高
ス
ト
レ
ス
と
判
定
さ
れ
る

の
は
約
10
％
で
す
が
、
そ
の
中
で
医
師

の
面
接
指
導
を
希
望
す
る
人
は
「
面
接

指
導
5
％
未
満
の
企
業
が
76
・
８
％
」

と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
（
図

5
）。
つ
ま
り
、
高
ス
ト
レ
ス
該
当
者

の
約
9
割
が
医
師
の
面
談
に
は
つ
な
が

っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
以
下
の
課
題
が
あ

り
ま
す
。

は
医
師
で
は
な
く
、
安
全
配
慮
義
務
を

負
う
事
業
者
側
に
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
面

接
指
導
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

【
現
在
の
課
題
2
】

職
場
環
境
改
善
が
進
ん
で
い
な
い

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
本
来
の

目
的
で
あ
る
「
職
場
環
境
の
改
善
」
が
、

充
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
主
な
理
由

と
し
て
は
、

・ 

担
当
者
が
集
団
分
析
結
果
か
ら
課
題

を
抽
出
す
る
の
が
困
難

・ 

職
場
環
境
改
善
に
必
要
な
人
手
や
予

算
が
確
保
で
き
な
い

・
職
場
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
取
り
辛
い

な
ど
が
あ
り
ま
す
（
図
6
）。

　

こ
の
背
景
に
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

を
単
な
る
ア
ン
ケ
ー
ト
業
務
と
捉
え
、
人

事
の
事
務
担
当
者
に
任
せ
て
し
ま
っ
て

い
る
経
営
者
が
多
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
担
当
者
が
制
度
の
意
義

を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
改
善
計

画
を
作
成
す
る
裁
量
権
を
持
っ
て
い
な

①
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
へ
の
不
安

　

面
接
指
導
を
希
望
す
る
と
、
結
果
が

事
業
者
に
開
示
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
不
安
を
感
じ
て
申
し
出

を
躊
躇
す
る
人
が
い
ま
す
。
事
業
者
は

労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点

か
ら
、
開
示
内
容
や
範
囲
を
事
前
に
明

確
に
提
示
し
、
従
業
員
が
安
心
し
て
申

し
込
み
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

② 

医
師
の
面
談
力
・
職
場
環
境
改
善

　

へ
の
介
入
不
足

　

面
談
を
行
う
の
は
多
く
の
場
合
、
事

業
場
の
産
業
医
で
す
が
、
ス
ト
レ
ス
チ

ェ
ッ
ク
制
度
に
関
す
る
理
解
や
職
場
へ

の
介
入
ス
キ
ル
が
不
足
し
て
い
た
り
、

職
場
環
境
改
善
へ
の
介
入
を
行
わ
な
い

産
業
医
も
い
ま
す
。

　

企
業
と
し
て
は
、
以
下
の
対
応
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

・ 

面
談
経
験
や
職
場
介
入
ス
キ
ル
を

　
持
つ
医
師
と
の
契
約

・
既
存
の
産
業
医
の

　
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
支
援

・
外
部
専
門
家
と
の
連
携
機
会
の
提
供

　

留
意
点
と
し
て
は
、
最
終
的
な
責
任

出典：令和 6 年「職場におけるメンタルヘルス対策の現状等（第 1 回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会資料）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■ 面接指導を申し出る者の割合

■ 面接指導を受けたことの評価

n＝3115

5％未満
76.8％

5％以上
10％未満
7.6％

10％以上
20％未満
5.0％

20％以上 5.3％ 無回答 5.3％

とても有効 いくらか有効 あまり有効
でない

全く有効でない

図5　面接指導の現状
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業
員
の
不
満
や
不
信
感
が
か
え
っ
て
高

ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
高
リ
ス
ク
職
場
の
管
理
職
が

　

責
め
ら
れ
る

　

結
果
を
も
と
に
「
ワ
ー
ス
ト
職
場
ラ

ン
キ
ン
グ
」
な
ど
が
行
わ
れ
、
管
理
職

が
叱
責
さ
れ
た
り
、
改
善
計
画
の
提
出

を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
管
理

職
自
身
の
不
満
や
ス
ト
レ
ス
が
増
え
か

ね
ま
せ
ん
。
管
理
職
に
責
任
を
負
わ
せ

る
と
い
う
よ
り
、
企
業
が
管
理
職
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
発
想
が
大
切
で
す
。

③
上
司
の
目
が
気
に
な
っ
て

　

本
音
を
言
え
な
い

　
「
上
司
に
自
分
の
結
果
が
伝
わ
る
の

で
は
…
」
と
思
う
と
正
直
に
書
け
な
い

と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
の
結

果
、
実
態
と
異
な
る
「
問
題
の
な
い
結

果
」
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
意
義
は
、
誰

も
が
声
を
上
げ
や
す
い
心
理
的
安
全
性

の
高
い
職
場
に
す
る
こ
と
で
す
。
個
人

情
報
が
守
ら
れ
、
従
業
員
に
不
利
益
が

な
い
こ
と
の
周
知
と
実
態
の
あ
る
体
制

整
備
、
そ
し
て
信
頼
関
係
の
高
い
風
土

い
こ
と
が
、
制
度
活
用
の
妨
げ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

一
方
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ

る
企
業
で
は
、
エ
ク
セ
ル
集
計
な
ど
に

苦
慮
す
る
場
合
も
あ
り
、
ス
ム
ー
ズ
な

活
用
に
は
、
担
当
者
の
適
性
、
ス
キ
ル
、

役
割
の
明
確
化
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

職
場
環
境
改
善
に
つ
な
げ
る
に
は
、

経
営
層
が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
重
要

性
を
認
識
し
、
経
営
マ
タ
ー
と
し
て
の

リ
ソ
ー
ス
の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る

の
で
す
。

【
現
在
の
課
題
3
】　

形
骸
化
・
逆
効
果
に
な
る

ケ
ー
ス
も
あ
る

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が
、
形
式
的
な

取
り
組
み
や
、
逆
効
果
に
な
っ
て
い
る

企
業
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
に
、

い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
し
ま
す
。

①
職
場
が
何
も
変
わ
ら
ず

　

従
業
員
が
あ
き
ら
め
て
い
る

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
後
、
職
場

で
何
の
取
り
組
み
も
な
さ
れ
な
い
と

「
ど
う
せ
何
も
変
わ
ら
な
い
…
」
と
従

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

職場環境改善の必要性を感じなかった

集団分析結果から職場・部署ごとの
リスク・課題を洗い出すのが困難だった

集団分析結果から職場・部署ごとの
リスク・課題を洗い出す時間的余裕がなかった

どの職場環境改善に取り組むのが効果的か
分からなかった

職場環境改善の仕方が分からなかった

職場環境改善の必要性について
職場の理解や協力が得られなかった

職場環境改善に必要なマンパワーや経費が
確保できなかった

新型コロナウイルス感染症の影響により
実施をする余裕がなかった

職場環境改善は実施しているものの、ストレスチェックの
集団分析結果を活用する必要性を感じなかった

その他

無回答

図6　職場環境改善を実施しなかった理由

出典：令和 6 年「職場におけるメンタルヘルス対策の現状等（第 1 回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会資料）
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業
者
は
環
境
や
体
制
が
整
っ
て
い
な
い

こ
と
が
課
題
で
す
。

　

大
企
業
と
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、

産
業
医
や
保
健
師
、
公
認
心
理
師
と
い

っ
た
産
業
保
健
の
専
門
職
が
い
な
い
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
50
人
未
満
の
事
業

者
で
こ
れ
ら
の
専
門
職
を
社
内
に
抱
え

る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
国
で
は
以
下
の
よ
う
な
外
部

支
援
の
利
用
を
想
定
し
て
い
ま
す

・
都
道
府
県
産
業
保
健

　

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

・
地
域
産
業
保
健
推
進
セ
ン
タ
ー

・
民
間
の
外
部
支
援
機
関　

な
ど

　

今
後
、
官
民
に
よ
る
支
援
の
拡
充
が

期
待
さ
れ
ま
す
が
、
ま
ず
は
、
社
内
で

出
来
る
取
り
組
み
と
し
て
、

① 

経
営
者
が
健
康
管
理
を
「
経
営
課
題
」

と
し
て
捉
え
、
健
康
管
理
や
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
推
進
を
担
う
担
当
者
を

任
命
し
（
交
代
制
で
も
Ｏ
Ｋ
）
成
果

を
可
視
化
す
る

② 

社
内
外
に
従
業
員
の
相
談
窓
口
を
設

け
、
早
期
の
悩
み
相
談
や
ス
ト
レ
ス

対
策
を
支
援
す
る

は
7
割
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
委
託
先

は
、
健
診
実
施
機
関
が
最
も
多
く
4
割

弱
、
次
い
で 

Ｅ
Ａ
Ｐ
（
従
業
員
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
）
機
関
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
の
委
託
業

者
が
増
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た

め
、
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
る
業
者
選
定

も
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
に
よ
る
「
外
部
機
関
に

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
お
よ
び
面
接
指
導

の
実
施
を
委
託
す
る
場
合
の
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
例
」
な
ど
を
活
用
す
る
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
50
人
未
満
の
事
業
場
に
即
し

た
実
施
内
容
も
検
討
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
の
で
、
今
後
、
厚
生
労
働
省
か

ら
の
発
信
も
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
集

団
分
析
結
果
は
個
人
情
報
に
該
当
し
ま

せ
ん
の
で
、
共
有
範
囲
な
ど
を
適
切
に

定
め
て
職
場
環
境
改
善
に
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

今
後
、
２
８
０
０
万
人
以
上
の
中
小

企
業
の
従
業
員
が
新
た
に
制
度
の
対
象

と
な
る
中
で
、
対
応
で
き
る
専
門
人
材

の
不
足
が
懸
念
さ
れ
ま
す
の
で
、
情
報

③ 

心
身
の
健
康
に
関
す
る
学
び
を
社
内

で
促
進
さ
せ
、
従
業
員
一
人
ひ
と
り

の
意
識
を
高
め
る
風
土
づ
く
り
を
始

め
る

　

つ
ま
り
、
経
営
者
自
ら
が
従
業
員
の

健
康
に
対
す
る
意
識
を
、
よ
り
一
層
高

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

【
小
規
模
事
業
者
の
課
題
2
】

個
人
情
報
の
扱
い
が
難
し
い

※�

個
人
情
報
を
漏
え
い
し
た
場
合
に

は
、
法
的
な
罰
則
（
懲
役
6
ヶ
月

以
下
ま
た
は
罰
金
50
万
円
以
下
）

が
あ
る
た
め
、注
意
が
必
要
で
す
。

　

50
人
未
満
の
事
業
場
に
は
産
業
医
が

お
ら
ず
、
個
人
結
果
の
適
切
な
情
報
管

理
が
困
難
だ
っ
た
り
、
少
人
数
ゆ
え
に

結
果
が
推
測
さ
れ
や
す
い
環
境
下
に
お

い
て
も
従
業
員
が
安
心
し
て
受
検
で
き

る
た
め
に
、
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
の
観
点
か
ら
外
部
委
託
す
る
こ
と

が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
状
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施

を
外
部
機
関
に
委
託
し
て
い
る
事
業
場

作
り
自
体
が
、
こ
の
制
度
の
前
提
か
つ

目
標
で
す
。

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
効
果

的
に
活
か
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

・ 

経
営
者
が
「
健
康
経
営
」
へ
の
取
り

組
み
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る

・ 

数
字
の
結
果
だ
け
に
頼
ら
ず
、
現
場

の
声
や
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
重
ね
合

わ
せ
て
実
態
を
把
握
す
る

・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
に
も
目
を
向
け
る

・ 

数
値
的
な
分
析
に
陥
る
こ
と
な
く
、

現
場
で
の
「
対
話
促
進
」
に
つ
な
が

る
方
法
を
考
え
る

・ 

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
専
用
の
改
善
方

法
が
存
在
す
る
訳
で
は
な
く
、
日
々

の
「
業
務
」
の
改
善
と
連
動
さ
せ
る

　

こ
の
よ
う
な
運
用
を
心
掛
け
る
こ
と

で
、
結
果
的
に
働
き
や
す
さ
と
生
産
性

向
上
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

【
小
規
模
事
業
者
の
課
題
1
】　

産
業
保
健
体
制
が
な
い

　

全
事
業
場
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が

義
務
化
さ
れ
る
中
で
、
特
に
小
規
模
事
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を
早
め
に
収
集
し
、
準
備
を
始
め
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

【
小
規
模
事
業
者
の
課
題
3
】

コ
ス
ト
と
リ
ソ
ー
ス
の
検
討

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
安
全
か
つ
効

果
を
生
む
運
用
と
す
る
た
め
に
は
、
社

内
資
源
と
社
外
資
源
（
専
門
家
）
の
活

用
お
よ
び
コ
ス
ト
に
つ
い
て
充
分
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
図
7
に
み
る

よ
う
に
、
一
長
一
短
が
あ
り
ま
す
が
、

外
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト
が
、従
業
員
の
「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
」
と
「
不
利
益
が
な

い
こ
と
」
の
2
点
で
す
。
こ
れ
ら
が
確

約
さ
れ
、
は
じ
め
て
問
題
の
な
い
運
用

と
結
果
の
活
用
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
政
府
と
し
て
も
今
後
、
小
規

模
事
業
者
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
や

準
備
期
間
の
確
保
、
報
告
義
務
の
緩
和

な
ど
、
順
次
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

小
規
模
事
業
者
も
備
え
る
べ
き

今
後
の
ポ
イ
ン
ト

　

健
康
管
理
は
、
義
務
で
は
な
く
「
経

〔
ス
テ
ッ
プ
③
〕

労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
不
利

益
に
つ
な
が
ら
な
い
運
用
が
最
重
要

　

社
内
情
報
管
理
体
制
、
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
、

権
限
設
定
や
閲
覧
条
件
な
ど
を
あ
ら
た

め
て
見
直
し
整
備
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

〔
ス
テ
ッ
プ
④
〕

実
施
体
制
を
検
討
す
る

　

産
業
医
や
専
門
職
が
い
な
い
事
業
者

で
は
、
外
部
機
関
の
活
用
が
現
実
的
で

す
。
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

サ
ポ
ー
ト
を
調
べ
、
早
め
に
相
談
し
て

お
く
と
安
心
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
医
療
や
事
務
作
業
と
捉

え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
で
す
が
「
経
営
マ
タ
ー
」
と
し
て
の

再
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
未
然
防
止

は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
状

況
の
改
善
お
よ
び
働
き
や
す
い
職
場
環

境
の
実
現
を
通
じ
て
、
生
産
性
向
上
に

も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
お
き
、
事
業
経
営
の
一
環
と
し
て
、

義
務
化
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
早
め
の

準
備
を
始
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

営
戦
略
の
一
部
」
と
し
て
取
り
組
む
こ

と
で
、
生
産
性
向
上
・
離
職
防
止
・
採

用
強
化
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

各
社
の
環
境
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

義
務
化
開
始
ま
で
に
「
社
内
の
個
人
情

報
管
理
体
制
」
の
整
備
、「
心
理
的
安

全
性
の
高
い
職
場
作
り
」
の
土
壌
を
作

り
、
安
心
で
有
効
な
運
用
が
で
き
る
た

め
の
リ
ソ
ー
ス
の
準
備
を
は
じ
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
最
後
に
具
体
的
な
ス

テ
ッ
プ
を
ま
と
め
ま
す
。

〔
ス
テ
ッ
プ
①
〕

経
営
者
が
「
健
康
経
営
」
の
姿
勢
を

打
ち
出
す

　

制
度
を
義
務
と
し
て
で
は
な
く
、
従

業
員
の
健
康
と
、
よ
り
良
い
職
場
つ
く

り
の
た
め
の
働
き
や
す
さ
を
高
め
る
、

前
向
き
な
取
り
組
み
と
し
て
発
信
す
る

こ
と
が
、
導
入
の
成
功
を
左
右
し
ま
す
。

〔
ス
テ
ッ
プ
②
〕

制
度
の
基
本
を
正
し
く
理
解
す
る

　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
目
的
、
実
施

方
法
、
法
令
な
ど
を
把
握
し
、
制
度
そ

の
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
第

一
歩
で
す
。

担当者の育成

窓口担当者を
設置
支援内容と
関係性

専門性の有無

メリット／デメリット

①無料ツール※
　による社内実施
②公的専門家
　による支援

③専門家との契約

④外部業者へ委託

○

△

×

×

×

△

○

○

△

○

○

○

△

×

△

○

コストがかからない。社内のノウハウになる
一方、運用管理の知識が必要
専門家不足の可能性
継続サポートが不透明
長期的に体制の構築が可能
見つけるのが困難
サポートが不足すると
①の状態に近くなるため注意

外注
コスト

作業
時間

情報漏洩
リスク

実施
ハードル

成功の
ポイント

図7　ストレスチェック実施体制　内部資源と外部資源　比較表（筆者作成）

※厚生労働省の無料ツール「こころの耳」内「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」


